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目 次

（番号） （題　名） （担当） (頁)

病院事業庁管理規程

136 現業職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則を廃止する規則 ( 人 事 課 ) 3

135 三重県事務決裁及び委任規則の一部を改正する規則 ( 同 ) 2

15 企業庁企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正す
る管理規程

( 企 業 庁 ) 5

17 三重県企業庁事務決裁及び委任規程の一部を改正する管理規程 ( 同 ) 7

16 三重県企業庁組織規程の一部を改正する管理規程

三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例施行規則の一部を改正す
る規則

( 地 域 福 祉 課 ) 3

(スポーツ推進課) 4

訓 令

( 同 ) 7

三重県病院事業庁会計規程の一部を改正する管理規程 ( 同 )

11

(水資源・地域プロ
ジェクト課)

3

139 三重県都市公園条例施行規則の一部を改正する規則

4

企業庁管理規程

三重県職員の被服等の貸与に関する訓令の一部を改正する訓令 ( 人 事 課 ) 15

都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例施行規則の一
部を改正する規則

( 建 築 開 発 課 )

138 三重県立ゆめドームうえの条例施行規則を廃止する規則

令和3年12月27日

号　外三重県公報
(月)

137

18 三重県病院事業庁企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一
部を改正する管理規程

( 同 ) 10

規 則

134 三重県行政組織規則の一部を改正する規則 ( 総 務 課 ) 2

140

16 三重県病院事業庁事務決裁及び委任規程の一部を改正する管理規程 ( 同 ) 8

15 三重県病院事業庁組織規程の一部を改正する管理規程 ( 病 院 事 業 庁 ) 8

20 14

17 三重県病院事業庁職員服務規程の一部を改正する管理規程 ( 同 ) 9

19 三重県病院事業庁職員被服貸与規程の一部を改正する管理規程 ( 同 ) 12
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規 則 

 

三 重 県 行 政 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 三 年 十 二 月 二 十 七 日  

三  重  県  知  事   一   見   勝   之  

三 重 県 規 則 第 百 三 十 四 号  

三 重 県 行 政 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 行 政 組 織 規 則 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 規 則 第 三 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

 （ 職 制 ）   （ 職 制 ）  

第 十 九 条  （ 略 ）  第 十 九 条  （ 略 ）  

２ ～ ４  （ 略 ）  ２ ～ ４  （ 略 ）  

 

 

 

 

 

第 百 十 条  （ 略 ）  

２ ～ ４  （ 略 ）  

 

 

 

 

５  前 各 項 に 定 め る も の の ほ か 、 課 及 び プ ロ ジ ェ ク

ト チ ー ム に 現 業 に 従 事 す る 職 員 の 職 と し て 総 括 技

術 員 、 主 任 技 術 員 及 び 技 術 員 を 置 き 、 そ の 職 種 は

総 務 技 術 員 、 試 験 研 究 技 術 員 及 び 福 祉 医 療 技 術 員

と す る 。  

第 百 十 条  （ 略 ）  

２ ～ ４  （ 略 ）  

５  前 各 項 に 定 め る も の の ほ か 、 地 域 機 関 等 に 現 業

に 従 事 す る 職 員 の 職 と し て 総 括 技 術 員 、 主 任 技 術

員 及 び 技 術 員 を 置 き 、 そ の 職 種 は 総 務 技 術 員 、 試

験 研 究 技 術 員 及 び 福 祉 医 療 技 術 員 と す る 。  

附  則  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

三 重 県 事 務 決 裁 及 び 委 任 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 三 年 十 二 月 二 十 七 日  

                        三  重  県  知  事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 百 三 十 五 号  

三 重 県 事 務 決 裁 及 び 委 任 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 事 務 決 裁 及 び 委 任 規 則 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 規 則 第 三 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

別 表 第 一 総 務 部 人 事 課 の 表 第 一 号 の 項 中 第 二 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

2  地方公務員法第 3 条第 2 項に規定
する一般職の任免（別表第 2 の(1)
の表第 5 号の項第 2 号、第 12 号の

項第 4 号及び第 13 号の項第 4 号に
掲げるものを除く。） 

           

(1) 課長職以上に係るもの 〇           

(2) 課長補佐職、主査職及び一般職
員に係るもの 

  〇         

(3) 臨時的任用及び任用期間更新の

承認 

    〇       

別 表 第 一 総 務 部 人 事 課 の 表 第 七 号 の 項 中 第 一 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

1  条例第 7 条の規定による初任給、
昇格及び降格並びに条例第 8 条の規

定による昇給の決定 

           

(1) 課長職以上に係るもの 〇           
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(2) 課長補佐職、主査職及び一般職
員に係るもの 

  〇         

別 表 第 一 総 務 部 人 事 課 の 表 第 十 二 号 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

12 三重 県 職員 退 職
手当 支 給条 例 施
行規則（昭和 29

年三 重 県人 事 委
員 会 規 則 7-1）
の施 行 に関 す る

事務 

規則第 3 条の規定による退職手当の
支給額の決定及び通知 

           

 (1) 課長職以上に係るもの 〇           

 (2) 課長補佐職、主査職及び一般職
員に係るもの 

  〇         

附  則  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

現 業 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 に 関 す る 規 則 を 廃 止 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 三 年 十 二 月 二 十 七 日  

三  重  県  知  事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 百 三 十 六 号  

現 業 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 に 関 す る 規 則 を 廃 止 す る 規 則  

現 業 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十 年 三 重 県 規 則 第 六 十 四 号 ） は 、 廃 止 す る 。  

附  則  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

三 重 県 ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン の ま ち づ く り 推 進 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

 令 和 三 年 十 二 月 二 十 七 日  

三  重  県  知  事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 百 三 十 七 号  

 三 重 県 ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン の ま ち づ く り 推 進 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン の ま ち づ く り 推 進 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 一 年 三 重 県 規 則 第 百 十 八 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 公 共 車 両 等 ）  （ 公 共 車 両 等 ）  

第 四 条  条 例 第 二 条 第 五 号 の 規 則 で 定 め る 公 共 車 両

等 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

第 四 条  条 例 第 二 条 第 五 号 の 規 則 で 定 め る 公 共 車 両

等 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  一 ・ 二  （ 略 ）  

三  移 動 等 円 滑 化 の た め に 必 要 な 旅 客 施 設 又 は 車

両 等 の 構 造 及 び 設 備 並 び に 旅 客 施 設 及 び 車 両 等

を 使 用 し た 役 務 の 提 供 の 方 法 に 関 す る 基 準 を 定

め る 省 令 （ 平 成 十 八 年 国 土 交 通 省 令 第 百 十 一

号 ） 第 二 条 第 一 項 第 十 一 号 に 規 定 す る 鉄 道 車 両  

三  移 動 等 円 滑 化 の た め に 必 要 な 旅 客 施 設 又 は 車

両 等 の 構 造 及 び 設 備 に 関 す る 基 準 を 定 め る 省 令

（ 平 成 十 八 年 国 土 交 通 省 令 第 百 十 一 号 ） 第 一 条

第 一 項 第 十 号 に 規 定 す る 鉄 道 車 両  

 

附  則  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 三 重 県 立 ゆ め ド ー ム う え の 条 例 施 行 規 則 を 廃 止 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 三 年 十 二 月 二 十 七 日  

三  重  県  知  事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 百 三 十 八 号  

三 重 県 立 ゆ め ド ー ム う え の 条 例 施 行 規 則 を 廃 止 す る 規 則  

三 重 県 立 ゆ め ド ー ム う え の 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 九 年 三 重 県 規 則 第 百 四 十 四 号 ） は 、 廃 止 す る 。  

附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  
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三 重 県 都 市 公 園 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 三 年 十 二 月 二 十 七 日  

三  重  県  知  事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 百 三 十 九 号  

三 重 県 都 市 公 園 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 都 市 公 園 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 四 十 七 年 三 重 県 規 則 第 四 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  
改   正   後  改   正   前  

別 表 （ 第 一 条 関 係 ）  別 表 （ 第 一 条 関 係 ）  

 都 市 公 園 名  公 園 施 設 名  利 用 日  利 用 時 間    都 市 公 園 名  公 園 施 設 名  利 用 日  利 用 時 間   

 （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

五 十 鈴 公 園  （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）    五 十 鈴 公 園  （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

  陸 上 競 技 場

及 び 第 二 陸

上 競 技 場  

一 月 四 日 か

ら 十 二 月 二

十 八 日 ま で  

（ 月 曜 日 及

び 休 日 の 翌

日 を 除

く 。 ）  

午 前 九 時 か ら  

午 後 八 時 三 十

分 ま で  

   陸 上 競 技 場

及 び 補 助 競

技 場  

一 月 四 日 か

ら 十 二 月 二

十 八 日 ま で  

（ 月 曜 日 及

び 休 日 の 翌

日 を 除

く 。 ）  

午 前 九 時 か ら  

午 後 八 時 三 十

分 ま で  

 

   （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）      （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

  

附  則  

こ の 規 則 は 、 令 和 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 都 市 計 画 法 の 規 定 に よ る 開 発 行 為 の 許 可 等 の 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し

ま す 。  

  令 和 三 年 十 二 月 二 十 七 日  

                             三  重  県  知  事   一   見   勝   之  

三 重 県 規 則 第 百 四 十 号  

   都 市 計 画 法 の 規 定 に よ る 開 発 行 為 の 許 可 等 の 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 都 市 計 画 法 の 規 定 に よ る 開 発 行 為 の 許 可 等 の 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 八 年 三 重 県 規 則 第 七 十 七 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

第 三 条  （ 略 ）  第 三 条  （ 略 ）  

（ 条 例 第 三 条 第 一 項 第 六 号 に 該 当 す る 土 地 の 区

域 ）  

 

第 四 条  条 例 第 三 条 第 一 項 第 六 号 の 規 定 に よ り 、 都

市 計 画 法 施 行 令 （ 昭 和 四 十 四 年 政 令 第 百 五 十 八

号 ） 第 二 十 九 条 の 九 第 六 号 に 規 定 す る 住 民 そ の 他

の 者 の 生 命 又 は 身 体 に 著 し い 危 害 が 生 ず る お そ れ

が あ る と 認 め ら れ る 土 地 の 区 域 と は 、 水 防 法 （ 昭

和 二 十 四 年 法 律 第 百 九 十 三 号 ） 第 十 五 条 第 一 項 第

四 号 の 浸 水 想 定 区 域 の う ち 、 水 防 法 施 行 規 則 （ 平

成 十 二 年 建 設 省 令 第 四 十 四 号 ） 第 二 条 第 二 号 、 第

五 条 第 二 号 又 は 第 八 条 第 二 号 に 規 定 す る 浸 水 し た

場 合 に 想 定 さ れ る 水 深 が 三 メ ー ト ル 以 上 で あ る 土

地 の 区 域 及 び 過 去 の 降 雨 に よ り 河 川 が 氾 濫 し た 際
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に 浸 水 し た 地 点 、 そ の 水 深 そ の 他 の 状 況 を 勘 案

し 、 浸 水 被 害 の 常 襲 地 で あ る と 認 め ら れ る 土 地 の

区 域 と す る 。 た だ し 、 次 に 掲 げ る 土 地 の 区 域 を 除

く 。  

一  洪 水 、 雨 水 出 水 （ 水 防 法 第 二 条 第 一 項 の 雨 水  

出 水 を い う 。 ） 又 は 高 潮 が 発 生 し た 場 合 に 同 法  

第 十 五 条 第 一 項 に 基 づ き 市 町 村 地 域 防 災 計 画 に

定 め ら れ た 同 項 第 二 号 の 避 難 場 所 へ の 確 実 な 避

難 が 可 能 な 土 地 の 区 域  

 

二  前 号 の 土 地 の 区 域 と 同 等 以 上 の 安 全 性 が 確 保  

さ れ る と 認 め ら れ る 土 地 の 区 域  

 

第 五 条  （ 略 ）  第 四 条  （ 略 ）  

（ 条 例 第 三 条 第 三 項 の 告 示 の 方 法 ）  （ 条 例 第 三 条 第 三 項 の 告 示 の 方 法 ）  

第 六 条  （ 略 ）  第 五 条  （ 略 ）  

２  知 事 は 、 前 項 の 告 示 を し た と き は 、 告 示 内 容 を

記 載 し た 書 類 の ほ か 、 前 条 第 一 項 及 び 第 二 項 各 号

に 掲 げ る 書 類 を 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る も の と す る 。  
２  知 事 は 、 前 項 の 告 示 を し た と き は 、 告 示 内 容 を

記 載 し た 書 類 の ほ か 、 第 四 条 第 一 項 及 び 第 二 項 各

号 に 掲 げ る 書 類 を 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る も の と す

る 。  

第 七 条 ・ 第 八 条  （ 略 ）  第 六 条 ・ 第 七 条  （ 略 ）  

   附  則   

 こ の 規 則 は 、 令 和 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

企業庁管理規程 

 

企 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 三 年 十 二 月 二 十 七 日  

三 重 県 企 業 庁 長   喜   多   正   幸    

三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 十 五 号  

   企 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

 企 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 （ 昭 和 四 十 二 年 三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 五 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 趣 旨 ）  （ 企 業 庁 企 業 職 員 の 種 類 ）  

第 一 条  こ の 管 理 規 程 は 、 企 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の

種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 一 年 三 重 県

条 例 第 六 十 二 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） の 規 定

に 基 づ き 、 企 業 庁 企 業 職 員 （ 三 重 県 公 営 企 業 の 設

置 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 一 年 三 重 県 条 例 第 六

十 一 号 ） 第 五 条 第 二 項 に 規 定 す る 三 重 県 企 業 庁 の

企 業 職 員 で 、 臨 時 又 は 非 常 勤 の 職 に あ る も の （ 地

方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 。

以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二 十 八 条 の 四 第 一 項 若 し

く は 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の 六 第

一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員

で 法 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務

の 職 を 占 め る も の （ 第 四 条 第 三 項 に お い て 「 再 任
第 一 条  企 業 庁 企 業 職 員 （ 三 重 県 公 営 企 業 の 設 置 等

に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 一 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一

号 ） 第 五 条 第 二 項 に 規 定 す る 三 重 県 企 業 庁 の 企 業

職 員 で 、 臨 時 又 は 非 常 勤 の 職 に あ る も の （ 地 方 公

務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 。 以 下

「 法 」 と い う 。 ） 第 二 十 八 条 の 四 第 一 項 若 し く は

第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の 六 第 一 項

若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 で 法

第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職

を 占 め る も の （ 第 四 条 第 三 項 に お い て 「 再 任 用 短

時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ） 及 び 地 方 公 務 員 の 育 児

休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 百 十 号 ） 第

十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 （ 第 四
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用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ） 及 び 地 方 公 務 員 の

育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 百 十

号 ） 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員

（ 第 四 条 第 二 項 に お い て 「 任 期 付 短 時 間 勤 務 職

員 」 と い う 。 ） を 除 く 。 ） 以 外 の も の を い う 。 以

下 「 職 員 」 と い う 。 ） の 給 与 の 額 、 支 給 方 法 そ の

他 給 与 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

条 第 二 項 に お い て 「 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い

う 。 ） を 除 く 。 ） 以 外 の も の を い う 。 以 下 「 職

員 」 と い う 。 ） は 、 一 般 職 員 及 び 現 業 職 員 と す

る 。  

 ２  一 般 職 員 と は 現 業 職 員 以 外 の 職 員 を い い 、 現 業

職 員 と は 法 第 五 十 七 条 に 規 定 す る 単 純 な 労 務 に 雇

用 さ れ る 職 員 を い う 。  

（ 給 料 表 ）  （ 給 料 表 ）  

第 二 条  職 員 の 給 料 表 は 、 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例

（ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 。 以 下 「 職

員 給 与 条 例 」 と い う 。 ） 第 六 条 第 一 項 第 一 号 に 規

定 す る 行 政 職 給 料 表 を 準 用 す る も の と す る 。  

第 二 条  一 般 職 員 の 給 料 表 は 、 職 員 の 給 与 に 関 す る

条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 。 以 下

「 職 員 給 与 条 例 」 と い う 。 ） 第 六 条 第 一 項 第 一 号

に 規 定 す る 行 政 職 給 料 表 を 準 用 す る も の と す る 。  

 ２  現 業 職 員 の 給 料 表 は 、 現 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及

び 基 準 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 七 年 三 重 県 条 例 第

一 号 。 以 下 「 現 業 職 員 給 与 条 例 」 と い う 。 ） 第 二

条 に 規 定 す る 現 業 職 員 給 料 表 を 準 用 す る も の と す

る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 職 員 の う ち 一 般 職 の

任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 四 年 三

重 県 条 例 第 六 十 一 号 。 以 下 「 任 期 付 職 員 採 用 条

例 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 任 期 を

定 め て 採 用 さ れ た 職 員 （ 以 下 「 特 定 任 期 付 職 員 」

と い う 。 ） の 給 料 表 は 、 任 期 付 職 員 採 用 条 例 第 四

条 第 一 項 に 規 定 す る 給 料 表 を 準 用 す る も の と す

る 。  

３  第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 一 般 職 員 の う ち 一

般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十

四 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一 号 。 以 下 「 任 期 付 職 員 採

用 条 例 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 任

期 を 定 め て 採 用 さ れ た 職 員 （ 以 下 「 特 定 任 期 付 職

員 」 と い う 。 ） の 給 料 表 は 、 任 期 付 職 員 採 用 条 例

第 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 給 料 表 を 準 用 す る も の と

す る 。  

３  職 員 （ 特 定 任 期 付 職 員 を 除 く 。 ） の 職 務 は 、 そ

の 複 雑 、 困 難 及 び 責 任 の 程 度 に 基 づ き こ れ を 給 料

表 に 定 め る 職 務 の 級 に 分 類 す る も の と し 、 そ の 分

類 の 基 準 と な る べ き 職 務 の 内 容 及 び 職 名 は 、 別 表

第 一 の 等 級 別 基 準 職 務 表 に 定 め る と お り と す る 。  

４  一 般 職 員 （ 特 定 任 期 付 職 員 を 除 く 。 ） の 職 務

は 、 そ の 複 雑 、 困 難 及 び 責 任 の 程 度 に 基 づ き こ れ

を 給 料 表 に 定 め る 職 務 の 級 に 分 類 す る も の と し 、

そ の 分 類 の 基 準 と な る べ き 職 務 の 内 容 及 び 職 名

は 、 別 表 第 一 の 等 級 別 基 準 職 務 表 に 定 め る と お り

と す る 。  

４  （ 略 ）  ５  （ 略 ）  

（ 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 ）  （ 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 ）  

第 三 条  職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に つ い

て は 、 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ

る 。  

第 三 条  職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に つ い

て は 、 職 員 給 与 条 例 及 び 現 業 職 員 給 与 条 例 の 適 用

を 受 け る 職 員 の 例 に よ る 。  

（ 住 居 手 当 ）  （ 住 居 手 当 ）  

第 三 条 の 二  条 例 第 四 条 の 三 第 一 号 の 別 に 管 理 者 が

定 め る 職 員 は 、 三 重 県 企 業 庁 公 舎 管 理 規 程 （ 昭 和

四 十 八 年 三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 七 号 ） 第 二 条 に

規 定 す る 公 舎 に 居 住 す る 者 （ 勤 務 の 都 合 に よ り 、

配 偶 者 又 は 扶 養 親 族 で あ る 者 （ 三 重 県 内 に 居 住 す

る 者 に 限 る 。 ） と や む を 得 ず 別 居 し て い る 職 員 を

除 く 。 ） を い う 。  

第 三 条 の 二  企 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準

に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 一 年 三 重 県 条 例 第 六 十 二

号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 第 四 条 の 三 第 一 号 の

別 に 管 理 者 が 定 め る 職 員 は 、 三 重 県 企 業 庁 公 舎 管

理 規 程 （ 昭 和 四 十 八 年 三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 七

号 ） 第 二 条 に 規 定 す る 公 舎 に 居 住 す る 者 （ 勤 務 の

都 合 に よ り 、 配 偶 者 又 は 扶 養 親 族 で あ る 者 （ 三 重

県 内 に 居 住 す る 者 に 限 る 。 ） と や む を 得 ず 別 居 し

て い る 職 員 を 除 く 。 ） を い う 。  

（ 補 則 ）  （ 補 則 ）  
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第 十 条  こ の 管 理 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 給 与 の

額 及 び 支 給 方 法 に つ い て は 、 職 員 給 与 条 例 、 三 重

県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条

例 第 六 十 一 号 ） 、 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例

（ 平 成 四 年 三 重 県 条 例 第 一 号 ） 、 任 期 付 職 員 採 用

条 例 及 び 職 員 の 配 偶 者 同 行 休 業 に 関 す る 条 例 （ 平

成 二 十 六 年 三 重 県 条 例 第 九 十 号 ） の 適 用 を 受 け る

職 員 の 例 に よ る 。  

第 十 条  こ の 管 理 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 給 与 の

額 及 び 支 給 方 法 に つ い て は 、 職 員 給 与 条 例 、 現 業

職 員 給 与 条 例 、 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 （ 昭

和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一 号 ） 、 職 員 の 育 児

休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四 年 三 重 県 条 例 第 一

号 ） 、 任 期 付 職 員 採 用 条 例 及 び 職 員 の 配 偶 者 同 行

休 業 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 六 年 三 重 県 条 例 第 九

十 号 ） の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ る 。  

附  則  

 こ の 管 理 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

三 重 県 企 業 庁 組 織 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 三 年 十 二 月 二 十 七 日  

                        三 重 県 企 業 庁 長   喜   多   正   幸    

三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 十 六 号  

三 重 県 企 業 庁 組 織 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

三 重 県 企 業 庁 組 織 規 程 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 事 業 所 の 職 制 ）  （ 事 業 所 の 職 制 ）  

第 十 一 条  （ 略 ）  第 十 一 条  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  前 二 項 に 定 め る も の の ほ か 、 事 業 所 （ 北 勢 水 道

事 務 所 に お い て は 部 ） に 、 次 に 掲 げ る 職 を 置 く 。  

３  前 二 項 に 定 め る も の の ほ か 、 事 業 所 （ 北 勢 水 道

事 務 所 に お い て は 部 ） に 、 次 に 掲 げ る 職 を 置 く 。  

一 ～ 十  （ 略 ）  一 ～ 十  （ 略 ）  

 十 一  総 括 技 術 員  

 十 二  主 任 技 術 員  

 十 三  技 術 員  

十 一  （ 略 ）  十 四  （ 略 ）  

４ ・ ５  （ 略 ）  ４ ・ ５  （ 略 ）  

附  則  

こ の 管 理 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

三 重 県 企 業 庁 事 務 決 裁 及 び 委 任 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 三 年 十 二 月 二 十 七 日  

                        三 重 県 企 業 庁 長   喜   多   正   幸    

三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 十 七 号  

三 重 県 企 業 庁 事 務 決 裁 及 び 委 任 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

三 重 県 企 業 庁 事 務 決 裁 及 び 委 任 規 程 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

別 表 (1
)

の 表 第 四 号 の 項 第 一 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

1  地方公営企業法

（昭和 27 年法律第
292 号）第 15 条に
規定する職員の任

免 

            

 (1)  任用期間が 2
月以内 の事務又
は技術 に従事す

る臨時 的任用職
員に係るもの 

  〇          

 (2)  非常勤職員に
係るもの 

  〇          
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 (3)  (1)及び (2)に
掲げる 職員以外

の職員 に係るも
の 

〇            

附  則  

こ の 管 理 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

病院事業庁管理規程 

 

三 重 県 病 院 事 業 庁 組 織 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 三 年 十 二 月 二 十 七 日  

三 重 県 病 院 事 業 庁 長   長   﨑   敬   之    

三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 十 五 号  

   三 重 県 病 院 事 業 庁 組 織 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

三 重 県 病 院 事 業 庁 組 織 規 程 （ 平 成 十 一 年 三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 職 制 ）  （ 職 制 ）  

第 七 条  （ 略 ）  

２  県 立 病 院 に は 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 職 を 置 き 、

そ の 職 の 職 務 は そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 定 め る と お

り と す る 。 た だ し 、 当 該 職 の 設 置 に あ っ て は 、 別

表 に 定 め る 内 部 組 織 に お け る 職 制 の 配 置 を 基 準 と

す る も の と す る 。  

第 七 条  （ 略 ）  

２  県 立 病 院 に は 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 職 を 置 き 、

そ の 職 の 職 務 は そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 定 め る と お

り と す る 。 た だ し 、 当 該 職 の 設 置 に あ っ て は 、 別

表 に 定 め る 内 部 組 織 に お け る 職 制 の 配 置 を 基 準 と

す る も の と す る 。  

 職  職 務    職  職 務   

 （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）   

 主 任  （ 略 ）    主 任  （ 略 ）   

  

 

 専 門 員  上 司 の 命 を 受 け て 看 護 に 関 す る 特 定 の 事 務

を 処 理 す る 。  

 

総 括 技 術 員  上 司 の 命 を 受 け て 担 当 の 業 務 を 処 理 す る 。  

主 任 技 術 員  上 司 の 命 を 受 け て 担 当 の 業 務 を 処 理 す る 。  

技 術 員  上 司 の 命 を 受 け て 担 当 の 業 務 を 処 理 す る 。  

 （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）   

３ ～ ５  （ 略 ）  ３ ～ ５  （ 略 ）  

附  則  

 こ の 管 理 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

三 重 県 病 院 事 業 庁 事 務 決 裁 及 び 委 任 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 三 年 十 二 月 二 十 七 日  

三 重 県 病 院 事 業 庁 長   長   﨑   敬   之    

三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 十 六 号  

   三 重 県 病 院 事 業 庁 事 務 決 裁 及 び 委 任 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

三 重 県 病 院 事 業 庁 事 務 決 裁 及 び 委 任 規 程 （ 平 成 十 一 年 三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。  

別 表 第 一 (1
)

一 般 事 務 の 表 第 八 号 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

1  地方公営企業法（昭和 27 年法律
第 292 号）第 15 条に規定する職員 

             

令和3年12月27日 三　重　県　公　報 号　　外

8



 

 

の任免（第 14 号の項第 4 号及び第

15 号の項第 4 号に掲げるものを除
く。） 

        

(1) 課長職以上に係るもの 〇        

(2) 課長補佐職、係長職及び一般職
に係るもの 

〇        

(3) 臨時的任用及び任用期間更新の

承認 

  〇      

2  非常勤職員に係る任免              

(1) 課に係るもの   〇      

(2) 県立病院に係るもの         

  イ 非常勤嘱託医に係るもの     〇    

  ロ 臨床研修医に係るもの     〇    

  ハ  イ、ロ以外の職種に係るも  

の 

     〇   

3  地方公営企業法第 13 条第 1 項及
び第 15 条第 1 項ただし書に係る同
意申請 

  〇          

4  三重県病院事業庁会計規程（平成

19 年三重県病院事業庁管理規程第 2
号）第 3 条第 2 項に規定する企業出
納員の任命 

    〇        

附  則  

こ の 管 理 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

三 重 県 病 院 事 業 庁 職 員 服 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 三 年 十 二 月 二 十 七 日  

三 重 県 病 院 事 業 庁 長   長   﨑   敬   之    

三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 十 七 号  

   三 重 県 病 院 事 業 庁 職 員 服 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

三 重 県 病 院 事 業 庁 職 員 服 務 規 程 （ 平 成 十 一 年 三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 目 的 ）  （ 目 的 ）  

第 一 条  こ の 管 理 規 程 は 、 病 院 事 業 職 員 の 服 務 等 に

関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。  

第 一 条  こ の 管 理 規 程 は 、 三 重 県 病 院 事 業 庁 （ 以 下

「 事 業 庁 」 と い う 。 ） に 勤 務 す る 病 院 事 業 職 員 の

服 務 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と す

る 。  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

 （ 用 語 の 定 義 ）  

第 二 条  こ の 管 理 規 程 中 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の

意 義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ

る 。  

一  病 院 事 業 職 員  三 重 県 病 院 事 業 庁 に 勤 務 す る 職

員 を い う 。 た だ し 、 臨 時 又 は 非 常 勤 の 職 に あ る 者

（ 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一

号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二 十 八 条 の 四 第 一 項

若 し く は 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の

六 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た

職 員 で 法 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 短 時 間

勤 務 の 職 を 占 め る も の （ 以 下 「 再 任 用 短 時 間 勤 務  

 （ 用 語 の 定 義 ）  

第 二 条  こ の 管 理 規 程 中 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の

意 義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ

る 。  

一  病 院 事 業 職 員  一 般 職 員 （ 現 業 職 員 以 外 の 職

員 を い う 。 た だ し 、 臨 時 的 に 任 用 さ れ た 職 員 及

び 非 常 勤 職 員 （ 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法

律 第 二 百 六 十 一 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二

十 八 条 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を

占 め る 職 員 を 除 く 。 ） を 除 く 。 ） 及 び 現 業 職 員

（ 法 第 五 十 七 条 に 規 定 す る 単 純 な 労 務 に 雇 用 さ

れ る 職 員 を い う 。 ） を い う 。  
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職 員 」 と い う 。 ） 及 び 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等

に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 百 十 号 ） 第 十 八

条 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 （ 以 下

「 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ） を 除

く 。 ） を 除 く 。  

 二 ・ 三  （ 略 ）  

（ 一 週 間 の 勤 務 時 間 ）  

第 五 条  （ 略 ）  

２  地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 第 十 条 第

三 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 育 児 短 時

間 勤 務 （ 以 下 「 育 児 短 時 間 勤 務 」 と い う 。 ） の 承

認 を 受 け た 病 院 事 業 職 員 （ 同 法 第 十 七 条 の 規 定 に

よ る 短 時 間 勤 務 を す る こ と と な っ た 病 院 事 業 職 員

を 含 む 。 以 下 「 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 」 と い

う 。 ） の 一 週 間 当 た り の 勤 務 時 間 は 、 当 該 承 認 を

受 け た 育 児 短 時 間 勤 務 の 内 容 （ 同 法 第 十 七 条 の 規

定 に よ る 短 時 間 勤 務 を す る こ と と な っ た 病 院 事 業

職 員 に あ っ て は 、 同 条 の 規 定 に よ り す る こ と と な

っ た 短 時 間 勤 務 の 内 容 。 以 下 「 育 児 短 時 間 勤 務 等

の 内 容 」 と い う 。 ） に 従 い 、 事 業 庁 長 が 定 め る 。  

 

３  再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 の 勤 務 時 間 は 、 第 一 項 の

規 定 に か か わ ら ず 、 休 憩 時 間 を 除 き 、 四 週 間 を 超

え な い 期 間 に つ き 一 週 間 当 た り 十 五 時 間 三 十 分 か

ら 三 十 一 時 間 ま で の 範 囲 内 で 、 事 業 庁 長 が 定 め

る 。  

 

 

 

 

４  任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 の 勤 務 時 間 は 、 第 一 項

の 規 定 に か か わ ら ず 、 休 憩 時 間 を 除 き 、 四 週 間

を 超 え な い 期 間 に つ き 一 週 間 当 た り 三 十 一 時 間

ま で の 範 囲 内 で 、 事 業 庁 長 が 定 め る 。  

 

 

 

 

 

 二 ・ 三  （ 略 ）  

（ 一 週 間 の 勤 務 時 間 ）  

第 五 条  （ 略 ）  

２  地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三

年 法 律 第 百 十 号 ） 第 十 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 同 条

第 一 項 に 規 定 す る 育 児 短 時 間 勤 務 （ 以 下 「 育 児 短

時 間 勤 務 」 と い う 。 ） の 承 認 を 受 け た 病 院 事 業 職

員 （ 同 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 短 時 間 勤 務 を す る

こ と と な っ た 病 院 事 業 職 員 を 含 む 。 以 下 「 育 児 短

時 間 勤 務 職 員 等 」 と い う 。 ） の 一 週 間 当 た り の 勤

務 時 間 は 、 当 該 承 認 を 受 け た 育 児 短 時 間 勤 務 の 内

容 （ 同 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 短 時 間 勤 務 を す る

こ と と な っ た 病 院 事 業 職 員 に あ っ て は 、 同 条 の 規

定 に よ り す る こ と と な っ た 短 時 間 勤 務 の 内 容 。 以

下 「 育 児 短 時 間 勤 務 等 の 内 容 」 と い う 。 ） に 従

い 、 事 業 庁 長 が 定 め る 。  

３  法 第 二 十 八 条 の 四 第 一 項 若 し く は 第 二 十 八 条 の

五 第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の 六 第 一 項 若 し く は 第 二

項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 病 院 事 業 職 員 で 法 第 二

十 八 条 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占

め る も の （ 以 下 「 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い

う 。 ） の 勤 務 時 間 は 、 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら

ず 、 休 憩 時 間 を 除 き 、 四 週 間 を 超 え な い 期 間 に つ

き 一 週 間 当 た り 十 五 時 間 三 十 分 か ら 三 十 一 時 間 ま

で の 範 囲 内 で 、 事 業 庁 長 が 定 め る 。  

４  地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 第 十 八

条 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 病 院 事 業 職 員

（ 以 下 「 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ） の

勤 務 時 間 は 、 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 休 憩

時 間 を 除 き 、 四 週 間 を 超 え な い 期 間 に つ き 一 週

間 当 た り 三 十 一 時 間 ま で の 範 囲 内 で 、 事 業 庁 長

が 定 め る 。  

附  則  

 こ の 管 理 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

三 重 県 病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公

布 し ま す 。  

  令 和 三 年 十 二 月 二 十 七 日  

三 重 県 病 院 事 業 庁 長   長   﨑   敬   之    

三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 十 八 号  

   三 重 県 病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

 三 重 県 病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 （ 平 成 十 一 年 三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規

程 第 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  
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（ 趣 旨 ）  （ 趣 旨 ）  
第 一 条  こ の 管 理 規 程 は 、 病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給

与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 年 三 重 県

条 例 第 五 十 号 。 以 下 「 病 院 事 業 給 与 条 例 」 と い

う 。 ） の 規 定 に 基 づ き 、 三 重 県 病 院 事 業 庁 企 業 職

員 （ 病 院 事 業 給 与 条 例 第 一 条 に 規 定 す る 「 病 院 事

業 庁 企 業 職 員 」 を い う 。 以 下 「 病 院 事 業 職 員 」 と

い う 。 ） の 給 与 の 額 、 支 給 方 法 そ の 他 給 与 に 関 し

必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

第 一 条  こ の 管 理 規 程 は 、 病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給

与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 年 三 重 県

条 例 第 五 十 号 。 以 下 「 病 院 事 業 給 与 条 例 」 と い

う 。 ） の 規 定 に 基 づ き 、 三 重 県 病 院 事 業 庁 企 業 職

員 （ 以 下 「 病 院 事 業 職 員 」 と い う 。 ） の 給 与 の

額 、 支 給 方 法 そ の 他 給 与 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め

る も の と す る 。  

 （ 企 業 職 員 の 種 類 ）  

第 二 条  削 除  第 二 条  病 院 事 業 職 員 （ 臨 時 又 は 非 常 勤 の 職 に あ る

者 （ 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十

一 号 ） 第 二 十 八 条 の 四 第 一 項 若 し く は 第 二 十 八 条

の 五 第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の 六 第 一 項 若 し く は 第

二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 で 同 法 第 二 十 八

条 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る

も の （ 以 下 「 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ）

及 び 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成

三 年 法 律 第 百 十 号 ） 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り

採 用 さ れ た 職 員 （ 以 下 「 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 」

と い う 。 ） を 除 く 。 ） 以 外 の も の を い う 。 以 下 同

じ 。 ） は 、 一 般 職 員 及 び 現 業 職 員 と す る 。  

 ２  一 般 職 員 と は 現 業 職 員 以 外 の 職 員 を い い 、 現 業

職 員 と は 地 方 公 務 員 法 第 五 十 七 条 に 規 定 す る 単 純

な 労 務 に 雇 用 さ れ る 職 員 を い う 。  

（ 給 料 表 ）  （ 給 料 表 ）  

第 三 条  給 料 表 の 種 類 及 び そ の 適 用 範 囲 は 、 次 の 表

の と お り と す る 。 た だ し 、 給 料 表 の 種 類 に つ い て

は 、 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重

県 条 例 第 六 十 七 号 。 以 下 「 職 員 給 与 条 例 」 と い

う 。 ） 第 六 条 第 一 項 第 一 号 及 び 第 四 号 に 規 定 す る

そ れ ぞ れ の 給 料 表 を 準 用 す る も の と す る 。  

第 三 条  給 料 表 の 種 類 及 び そ の 適 用 範 囲 は 、 次 の 表

の と お り と す る 。 た だ し 、 給 料 表 の 種 類 に つ い て

は 、 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重

県 条 例 第 六 十 七 号 。 以 下 「 職 員 給 与 条 例 」 と い

う 。 ） 第 六 条 第 一 項 第 一 号 及 び 第 四 号 に 規 定 す る

そ れ ぞ れ の 給 料 表 及 び 現 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び

基 準 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 七 年 三 重 県 条 例 第 一

号 。 以 下 「 現 業 職 員 給 与 条 例 」 と い う 。 ） 第 二 条

に 規 定 す る 給 料 表 を 準 用 す る も の と す る 。  

 種 類  適 用 範 囲    種 類  適 用 範 囲   

 （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）   

 医 療 職

給 料 表  

（ 略 ）  （ 略 ）    医 療 職

給 料 表  

（ 略 ）  （ 略 ）   

 （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）   

 医 療 職

給 料 表

( 三 ) 

（ 略 ）    医 療 職

給 料 表

( 三 ) 

（ 略 ）   

   現 業 職 給 料 表  こ の 管 理 規 程 に 基 づ く 現 業 の 業 務

に 従 事 す る 総 務 技 術 員 及 び 福 祉 医

療 技 術 員 で あ る 病 院 事 業 職 員  

 

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 病 院 事 業 職 員 の う ち

一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成

十 四 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一 号 。 以 下 「 任 期 付 職 員

採 用 条 例 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り
２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 一 般 職 員 の う ち 一 般

職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 四

年 三 重 県 条 例 第 六 十 一 号 。 以 下 「 任 期 付 職 員 採 用

条 例 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 任 期
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任 期 を 定 め て 採 用 さ れ た 職 員 （ 以 下 「 特 定 任 期 付

職 員 」 と い う 。 ） の 給 料 表 は 、 任 期 付 職 員 採 用 条

例 第 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 給 料 表 を 準 用 す る も の

と す る 。  

を 定 め て 採 用 さ れ た 職 員 （ 以 下 「 特 定 任 期 付 職

員 」 と い う 。 ） の 給 料 表 は 、 任 期 付 職 員 採 用 条 例

第 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 給 料 表 を 準 用 す る も の と

す る 。  

３  病 院 事 業 職 員 （ 特 定 任 期 付 職 員 を 除 く 。 以 下 同

じ 。 ） の 職 務 は 、 そ の 複 雑 、 困 難 及 び 責 任 の 程 度

に 基 づ き こ れ を 給 料 表 に 定 め る 職 務 の 級 に 分 類 す

る も の と し 、 そ の 分 類 の 基 準 と な る べ き 職 務 の 内

容 は 、 別 表 第 一 又 は 別 表 第 二 に 定 め る と お り と す

る 。  

３  一 般 職 員 （ 特 定 任 期 付 職 員 を 除 く 。 以 下 同

じ 。 ） の 職 務 は 、 そ の 複 雑 、 困 難 及 び 責 任 の 程 度

に 基 づ き こ れ を 給 料 表 に 定 め る 職 務 の 級 に 分 類 す

る も の と し 、 そ の 分 類 の 基 準 と な る べ き 職 務 の 内

容 は 、 別 表 第 一 又 は 別 表 第 二 に 定 め る と お り と す

る 。  

 ４  現 業 職 員 の 職 務 は 、 そ の 困 難 及 び 責 任 の 程 度 に

基 づ き こ れ を 給 料 表 に 定 め る 職 務 の 級 に 分 類 す る

も の と し 、 そ の 分 類 の 基 準 と な る べ き 職 務 の 内 容

は 、 別 表 第 三 に 定 め る と お り と す る 。  

（ 職 務 の 級 ）  （ 職 務 の 級 ）  

第 四 条  病 院 事 業 職 員 の 職 務 の 級 は 別 表 第 一 又 は 別

表 第 二 に 基 づ き 決 定 す る 。  
第 四 条  病 院 事 業 職 員 の 職 務 の 級 は 、 一 般 職 員 に あ

っ て は 別 表 第 一 又 は 別 表 第 二 、 現 業 職 員 に あ っ て

は 別 表 第 三 に 基 づ き 決 定 す る 。  

（ 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 ）  （ 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 ）  

第 五 条  病 院 事 業 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 に 関

す る 基 準 に つ い て は 、 管 理 者 が 特 に 定 め る も の の

ほ か 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ

る 。  

第 五 条  病 院 事 業 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 に 関

す る 基 準 に つ い て は 、 管 理 者 が 特 に 定 め る も の の

ほ か 一 般 職 員 に あ っ て は 職 員 給 与 条 例 、 現 業 職 員

に あ っ て は 現 業 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員

の 例 に よ る 。  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

（ 給 与 の 支 給 方 法 等 ）  （ 給 与 の 支 給 方 法 等 ）  

第 二 十 九 条  こ の 管 理 規 程 に 定 め る も の を 除 く ほ

か 、 病 院 事 業 職 員 の 給 与 の 額 、 支 給 方 法 そ の 他 給

与 の 支 給 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 職 員 給 与 条 例 、 三

重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 、 職 員 の 育 児 休 業 等 に

関 す る 条 例 （ 平 成 四 年 三 重 県 条 例 第 一 号 ） 、 職 員

の 配 偶 者 同 行 休 業 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 六 年 三

重 県 条 例 第 九 十 号 ） 及 び 任 期 付 職 員 採 用 条 例 の 適

用 を 受 け る 者 の 例 に よ る 。  

第 二 十 九 条  こ の 管 理 規 程 に 定 め る も の を 除 く ほ

か 、 病 院 事 業 職 員 の 給 与 の 額 、 支 給 方 法 そ の 他 給

与 の 支 給 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 職 員 給 与 条 例 、 現

業 職 員 給 与 条 例 、 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 、

職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四 年 三 重 県

条 例 第 一 号 ） 、 職 員 の 配 偶 者 同 行 休 業 に 関 す る 条

例 （ 平 成 二 十 六 年 三 重 県 条 例 第 九 十 号 ） 及 び 任 期

付 職 員 採 用 条 例 の 適 用 を 受 け る 者 の 例 に よ る 。  

別表第 3 削除 別表第 3（第 3 条、第 4 条関係） 

 現業職給料表級別職務分類表 

  1 級 定型的な業務を行う技術員の職務  

  
2 級 

相当高度の技能又は経験を必要とする業務

を行う技術員の職務 

 

  3 級 1 主任技術員の職務  

  
 

2 高度の技能又は経験を必要とする業務

を行う技術員の職務 

 

  4 級 総括技術員の職務  

  

附  則  

 こ の 管 理 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

三 重 県 病 院 事 業 庁 職 員 被 服 貸 与 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 三 年 十 二 月 二 十 七 日  

令和3年12月27日 三　重　県　公　報 号　　外
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                三 重 県 病 院 事 業 庁 長   長   﨑   敬   之    

三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 十 九 号  

三 重 県 病 院 事 業 庁 職 員 被 服 貸 与 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  
三 重 県 病 院 事 業 庁 職 員 被 服 貸 与 規 程 （ 平 成 十 一 年 三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。  

 別 表 を 次 の よ う に 改 め る 。  

別表（第 2 条関係） 

職員 品目 数量 期間 

病院 (1) 医師 白衣 1 1 

  歯科医師 白ズボン 1 1 

  薬剤師       

  診療放射線技師       

  マッサージ師       

  (2) 臨床検査技師 白衣 2 1 

  臨床工学技士 白ズボン 1 1 

  (3) 心理検査技師 白衣 1 1 

  医療福祉技師       

  (4) 助産師 白衣 2 1 

  看護師 又は     

  准看護師 
（女性） 

精神・神経科看護等業務に従
事 す る 者 に あ っ て は 、 白 衣

（半）及び白ズボン 

2 1 

    帽子 1 1 

    白靴 2 1 

    靴下 10 1 

  (5) 看護師 白衣 2 1 

  准看護師 白ズボン 2 1 

  （男性） 白靴 2 1 

  (6) 作業療法士 白衣 2 1 

  理学療法士 又は     

  言語聴覚士 作業服（上） 1 2 

    白ズボン 2 1 

    又は     

    作業服（下） 1 1 

    白靴 2 1 

  (7) 保育士（院内保育所保育士に限る。） トレーニングシャツ 1 2 

    トレーニングパンツ 1 1 

  (8) 管理栄養士 白衣 2 1 

    帽子 1 1 

    ゴム長靴 1 3 

  (9) 技術専門員 白衣 2 1 

  （看護等の助手業務に従事する者） 白ズボン 2 1 

    帽子 1 1 

    白靴 2 1 

    靴下 8 1 

   （白ズボンを貸与した者には
靴下を貸与しない。） 

  

 (10) 技術専門員 作業服（上下） 1 1 
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  （施設管理業務に従事する者） 又は     

    白衣 1 1 

    夏シャツ 1 2 

    ズック靴 1 1 

    又は     

    ゴム長靴 1 5 

  (11) (1)から(10)までに掲げる職員以外の職

員 

作業服（上） 1 2 

  又は     

    白衣 1 1 

  

臨時又は非常勤の職員で副庁長等が認める者 各職種及び業務の区分に準じ

て副庁長等が定める。 

予 算 の

範 囲 内
に お い
て 副 庁

長 等 が
定める。 

副 庁 長

等 が 必
要 と 認
め る 期

間 

共通 副庁長等が必要と認める職員 業務上必要と認める消耗品（一

件500円以下のものに限る。） 

予 算 の

範 囲 内
に お い 
て 副 庁

長 等 が
定める。 

副 庁 長

等 が 必
要 と 認 
め る 期

間 

   

備考 1  白衣、ズボン及び帽子で数量が 1 のものについては、貸与を受ける資格を取得した最初

の貸与に限り数量を 2 とする。 

2  白衣及びズボンで数量が 2 のものについては、貸与を受ける資格を取得した最初の貸与

に限り数量を 4 とすることができる。この場合において、期間の欄中「1」とあるのは

「2」とする。 

附  則  

 こ の 管 理 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

三 重 県 病 院 事 業 庁 会 計 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 三 年 十 二 月 二 十 七 日  

三 重 県 病 院 事 業 庁 長   長   﨑   敬   之  

三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 二 十 号  

三 重 県 病 院 事 業 庁 会 計 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

三 重 県 病 院 事 業 庁 会 計 規 程 （ 平 成 十 九 年 三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

別表第 2（第 17 条、第 87 条、第 107 条関係） 別表第 2（第 17 条、第 87 条、第 107 条関係） 

勘定科目表 勘定科目表 

（略） （略） 

費用勘定 費用勘定 

 款 項 目 節 備考   款 項 目 節 備考  

 病 院 事

業費用 

          病 院 事

業費用 

         

   医 業 費

用 

          医 業 費

用 

       

     給与費           給与費      

    (給料) 常勤の職員の本

給 

     (給料) 常勤の職員の本

給 

 

    （略） （略）      （略） （略）  

    事 務 員

給 

（略）      事 務 員

給 

（略）  

令和3年12月27日 三　重　県　公　報 号　　外

14



 

 

(2) 下記業務に従  作業服（上下）     1   1 

  事する職員（技  夏シャツ     1   2 

術専門員又は特  ゴム長靴     1   5 

に担当部局長が 

必要と認める者 

  に限る。） 

イ 自動車運行 

管理業務に従 

事する者 

ロ 施設管理業 

務に従事する 

者 

 

 

                 労務員

給 

総務技術員、福

祉医療技術員な

どに係る給料 

 

       (手当) 「給料」の職種

別区分と同じ者

に係る手当 

        (手当) 「給料」の職種

別区分と同じ者

に係る手当 

 

    （略）       （略）   

    事 務 員

手当 

      事 務 員

手当 

  

               労 務 員

手当 

   

  （略） （略） （略） （略）    （略） （略） （略） （略）  

（略） （略） 

附  則  

こ の 管 理 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

訓 令 

 

三重県訓令第 11 号 

庁 中 一 般   

地 域 機 関   

 三重県職員の被服等の貸与に関する訓令の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  令和 3 年 12 月 27 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

   三重県職員の被服等の貸与に関する訓令の一部を改正する訓令 

 三重県職員の被服等の貸与に関する訓令（昭和 53 年三重県訓令第 8 号）の一部を次のように改正する。 

 別表中 2 の表及び 3 の表を削り、「1  一般職員関係」を削る。 

別表第 1 号の項中 

「 

 

 

                                     

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

を 
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(2) 下記業務に従  作業服（上下）     1   1 

  事する職員（技  夏シャツ     1   2 

術専門員又は特  ゴム長靴     1   5 

に担当部局長が 

必要と認める者 

  に限る。） 

イ 自動車運行 

管理業務に従 

事する者 

ロ 施設管理業 

務に従事する 

者 

(3) 所属長が必要  業務上必要と認  予算  所属 

要と認める職員  める消耗品（1  の範 長が 

        件 500 円以下の  囲内 必要 

       ものに限る。）  にお と認 

          いて  める 

          所属 期間 

          長が 

          定め 

          る。 

         

 

(3) 看護師     白衣及び白ズボ     2   1 

  准看護師     ン             

（女性職員に限  又は 

る。）      トレーニングシ   1   1 

ャツ及びトレー 

         ニングパンツ 

         又は 

           エプロン     2   1 

         白靴       2   1 

(4) 看護師     白衣及び白ズボ    2    1 

  准看護師     ン             

（男性職員に限  又は          

る。）      トレーニングシ  1   1 

ャツ及びトレー 

         ニングパンツ 

         白靴       2   1 

(3) 看護師     白衣及び白ズボ     2   1 

  准看護師     ン 

           又は 

  トレーニングシ    1   1 

       ャツ及びトレー 

         ニングパンツ 

         又は 

           エプロン     2   1 

         白靴       2   1 

「 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

号中 

「 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

「 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

」 

に改め、同表第 5 号の項第 4 

」 

を 

」 

に改め、第 5 号を第 4 号 
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(6) 現場業務に従  作業服（上下）     1   2 

  事する職員であ  防寒服      1   5 

  つて、特に環境   

  生活部長が必要 

  と認める者 

 

(6) 土砂等の埋立  作業服（上下）    1   2 

  て等の指導に従  安全靴      1   3 

  事する者         ゴム長靴     1   3 

           防寒服      1   5 

(7) 現場業務に従  作業服（上下）    1   2 

事する職員であ  防寒服            1    5 

つて、特に環境  

生活部長が必要 

と認める者 

とし、第 6 号から第 10 号までを 1 号ずつ繰り上げる。 

 別表第 6 号の項第 1 号中 

「 

 

 

                                    を 

 

                                    

 

「 

 

 

 

 

                                                                        に改める。 

 

 

 

                                    

 

   附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 
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